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大雨・洪水等の災害情報の伝達経路について

土砂災害や洪水等の災害の危険性が高まり、避難が必要となる場合には、町から気象情報や避難情

報を下図のような経路で町民のみなさんにお伝えします。

雨が強くなり災害の発生が予想される場合には、町が避難情報を発表する前でも、自主的に安全な

場所へ避難するなど、適切な行動をとるようにしましょう。

【用語の解説】

避難準備情報とは
災害の発生するおそれが高まり、避難に時間のかかる方が避難を始めなけ
ればならない時に発令する情報です。
・避難に時間がかかる方は避難施設への避難を始める。
・通常の避難行動ができる方は、避難の準備を始める。

避難勧告とは
災害の発生するおそれが明らかに高まった時に発令する情報です。
・通常の避難行動ができる方は、避難施設への避難を始める。

避難指示とは
災害の発生する危険性が非常に高い時に発令する情報です。
・避難行動中の時は、直ちに避難を完了する。
・まだ避難をしていない時は、直ちに避難を始める。道路に水があふれ
避難ができない時は、２階以上の高い建物に一時避難して救援を待つ。

自主的に避難所へ避難する場合は、事前に必ず、防災基地対策課(電話：33-6027)まで連絡し
てください。

○災害情報の提供に関するホームページ

緊急災害情報、避難や避難所に関する情報

新富町 http://www.town.shintomi.miyazaki.jp/

河川の水位・雨量についての情報

宮崎県河川課 http://kasen.pref.miyazaki.jp/

一ツ瀬川流域の水位観測所：一ツ瀬橋（新富町新田）

瀬 口 橋（西都市岡富）

国土交通省川の防災情報 http://www.river.go.jp/

天候についての情報

気象庁 http://www.jma.go.jp/jma/index.html

土砂災害警戒情報

気象庁

http://www.jma.go.jp/jp/dosha/351_index.html

○新富町メール配信サービスに登録しましょう

災害等の緊急情報を電子メールで配信しています。

登録していただくことで、お手持ちの携帯電話やパソコ

ンに情報をお届けします。

登録方法は、町ホームページ

http://www.town.shintomi.miyazaki.jp/

または、右記のＱＲコードからお進みください。

ＱＲコードの場合は、メールを受信したい携帯電話でＱ

Ｒコードを読み取り、空メールを送信してください。

その際、本文・タイトルは不要です。

気 象 庁 宮崎県

報道機関

町 民 の み な さ ん

気象情報の伝達 洪水警報・水位情報の伝達

新富町（災害対策本部）

避難準備情報

避難勧告・避難指示 等消防署
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消防車両

防災行政無線放送
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【避難行動の大原則】

避難勧告等が発令されたら速やかに避難！！

浸水危険情報 河川の洪水時の心構え

浸水深3.0m 以上の区域 ○２階床面が浸水する２階建て住宅では、避難が遅れると危険な状況

に陥るため、住民は避難情報のみならず、出水時の水位情報等にも

注意し、必ず避難所等の安全な場所に避難。

○高い建物の住民でも、浸水深が深く、水が退くのに時間を要するこ

とが想定されるため、事前に避難所等の安全な場所に避難。

浸水深0.5m ～ 3.0mの区域 ○平屋住宅または集合住宅１階の住民は、１階床上浸水になり、避難

が遅れると危険な状況に陥るため、避難情報のみならず、出水時の

水位情報等にも注意し、必ず避難所等の安全な場所に避難。

○２階以上に居室を有する住民は、浸水が始まってからの避難は水深

0.5m でも非常に危険なため、避難が遅れた場合は、無理をせず自宅

２階等に待避。

ただし、浸水が長時間継続した場合や孤立した場合の問題点につ

いて認識しておくことが必要

浸水深0.5m 未満の区域 ○避難が遅れた場合は自宅上層階で待避。

ただし、浸水が長時間継続した場合や孤立した場合の問題点につ

いて認識しておくことが必要。


